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平成 30 年 6 月 20 日 

 

 

平成 30 年度独立行政法人勤労者退職金共済機構調達等合理化計画 

 

 

 

「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成 27年 5月 25日総務

大臣決定）に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構（以下「機構」という。）は、事務・

事業の特性を踏まえ、ＰＤＣＡサイクルにより、公正性・透明性を確保しつつ、自律的かつ継

続的に調達等の合理化に取り組むため、平成 30 年度独立行政法人勤労者退職金共済機構

調達等合理化計画を以下のとおり定める。 

 

１．調達の現状と要因の分析 

(1) 機構における平成 29 年度の契約状況は、表 1 のようになっており、契約件数は 130 件、

契約金額は 35.9 億円である。また、競争性のある契約は 114 件（全契約の 87.7％）、20.9

億円（同 58.1％）、競争性のない随意契約は 16件（同 12.3％）、15.1億円（同 41.9％）となっ

ている。 

平成 28 年度と比較して、競争性のある契約金額は、9.3 億円増（前年比 80.3％増）と大

幅に増加した一方で、競争性のない随意契約による契約金額は 1.0 億円増（前年比 7.3％

増）にとどまっている。 

  競争性のない随意契約金額が増加したのは主に中退共の退職金共済手帳の一斉更新

に伴い共済契約者（36 万 7 千事業主）宛てに信書で共済手帳を郵送する業務の随意契約

（郵送代金 1.2 億円）が発生したことによるものであり、これを除いた金額は改善がみられ

る。 

 

表１ 平成 29 年度の勤労者退職金共済機構の調達全体像             （単位：件、億円） 

 
平成 28 年度 平成 29 年度 比較増△減 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

競争入札等 
（45.8％） 

60 

（32.5％） 

8.3 

（42.3％） 

55 

（49.5％） 

17.8 

（△8.3％） 

△5 

（113.6％） 

9.5 

企画競争・公募 
（42.7％） 

56 

（12.6％） 

3.2 

（45.4％） 

59 

（8.6％） 

3.1 

（5.4％） 

3 

（△5.1％） 

△0.2 

競争性のある契約

（小計） 

（88.5％） 

116 

（45.2％） 

11.6 

（87.7％） 

114 

（58.1％） 

20.9 

（△1.7％） 

△2 

（80.3％） 

9.3 

競争性のない随

意契約 

（11.5％） 

15 

（54.8％） 

14.0 

（12.3％） 

16 

（41.9％） 

15.1 

（6.7％） 

1 

（7.3％） 

1.0 

合 計 
（100％） 

131 

（100％） 

25.6 

（100％） 

130 

（100％） 

35.9 

（△0.8％） 

△1 

（40.3％） 

10.3 
（注 1） 計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 
（注 2） 比較増△減の（ ）書きは、平成 29 年度の対 28 年度伸率である。 
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 (2) 機構における平成 29年度の一者応札・応募の状況は、表 2のようになっており、契約件

数は 17 件（競争性のある契約全体の 14.9％）、契約金額は 12.4 億円（同 59.3％）である。 

平成 28 年度と比較して、一者応札・応募による契約の割合が件数は減少している（件数

は 15.0％減）一方で金額は.増加（299.5％増）となっており、これは、主に確定拠出年金法

等の一部改正による中小企業退職金共済法改正に係る中退共電算システム改修業務（1

次開発）9.7 億円によるものである。 

なお、一般競争入札(総合評価落札方式を含む。)及び公募により調達したシステム関係

の契約は 7件（前年度比 4件減）、10.8億円（前年度比 6.4億円増）で、そのうち一者応札と

なった契約は 5 件（前年度比 3 件減）、10.7 億円（前年度比 8.1 億円増）となっている。 

 

表２ 平成 29 年度の勤労者退職金共済機構の一者応札・応募状況     （単位：件、億円） 

 
平成 28 年度 平成 29 年度 比較増△減 

２者以上 
件数 96 （82.8％） 97 （85.1％） 1  （1.0％） 

金額 8.5 （73.2％） 8.5 （40.7％） 0.0  （0.2％） 

１者以下 
件数 20 （17.2％） 17 （14.9％） △3 （△15.0％） 

金額   3.1 （26.8％） 12.4 （59.3％） 9.3  （299.5％）  

合 計 
件数  116 （100％） 114 （100％） △2 （△1.7％） 

金額 11.6 （100％） 20.9 （100％） 9.3 （80.3％） 

（注 1） 計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 
（注 2） 合計欄は、競争契約（一般競争、指名競争、企画競争、公募）を行った計数である。 

（注 3） 比較増△減の（ ）書きは、平成 29 年度の対 28 年度伸率である。 

 

 

２．重点的に取り組む分野 

上記１の現状分析等を含め総合的な検討を行った結果、平成 30 年度においては、以下の

①～③の取組を重点的に実施することにより調達の改善に努めることとする。 

①  「１者応札・１者応募に係る改善方策について」に基づき公告期間の延長及び十分な

履行期間の確保に努める。また、競争参加資格等に過度の制限を設けないよう資格要

件の点検を実施し、入札公告を掲載後、資格要件を満たしている業者に対して情報提供

を行い入札参加を勧奨する。 

②  入札説明書等を受領したものの応札しなかった業者に対し、入札辞退届に理由を記

載してもらうとともに、聞き取りを実施し改善策を検討する。 

③  価格とともに、品質等の価格以外の要素も評価することが必要と認められた場合にお

いては、総合評価落札方式により調達を行う。この場合、必要に応じ意見招請を実施す

る。なお、本計画の実施に当たっては、「官公需法」に基づく中小企業の受注機会への

配慮や「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」等

の諸施策との整合性に留意するものとする。 
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３．調達に関するガバナンスの徹底 

(1) 随意契約に関する内部統制の確立（【  】は評価指標） 

随意契約を締結することとなる案件等（※）については、役員及び調達等合理化検討チー

ムに調達の内容等に関する事前説明を行い、会計規程における「随意契約によることができ

る理由」との整合性や、より競争性のある調達手続の実施の可否の観点から点検を受けるこ

ととする。 

※その他、政府調達手続きが見込まれる案件、前回の同種の入札において一者入札・一者応募とな

った案件についても、事前説明・点検の対象としている。 

【調達等合理化検討チーム等による点検を実施】 

 

 

(2) 不祥事の発生の未然防止・再発防止のための取組 

① 調達に関する相互牽制機能を働かせるため、まず、要求部署が起案文書を作成、調

達部署を含めた複数の課を経由し調達の必要性、調達内容等に関してチェックを行い、

当該業務担当理事及び総務担当理事までの決裁を得た後に、入札を実施する。 

 上記決裁が終了し、調達の必要性等が認められたものについては、契約事務担当課

が調達に係る原議書とは別に契約に係る原議書を作成し、総務担当理事までの決裁を

得た後に、要求部署とは独立して契約事務を進める。 

② 調達案件のうち、額が大きい等、重要なものについては、理事長まで原議を上げて判

断を仰ぐ。 

③ 情報システム化案件については、必ず調達内容及び調達価格の妥当性等について

CIO 補佐官によるチェックを受け、決裁を得る。 

④ 調達等業務に長期間従事することにより、不正行為の機会となる取引先との癒着等を

未然に防止するため、定期的な人事ローテーションを実施する。また、コンプライアンス

に関する役職員向けの研修や、機構内のリスク管理･コンプライアンス委員会を活用して、

調達に係る遵守事項等について周知徹底を図る。 

 

 

４．自己評価の実施 

調達等合理化計画の自己評価については、各事業年度に係る業務の実績等に関する評

価の一環として、年度終了後に実施し、自己評価結果を主務大臣に報告し、主務大臣の評

価を受ける。主務大臣による評価結果を踏まえ、その後の調達等合理化計画の改定・策定

等に反映させるものとする。 
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５．推進体制 

(1) 推進体制 

本計画に定める各事項を着実に実施するため、総務担当理事を総括責任者とする調達等

合理化検討チームにより調達合理化に取り組むものとする。  

総括責任者：総務担当理事 

副総括責任者：総務部長 

メンバー：総務課長及び総務課長が指名する職員 

 

(2) 契約監視委員会の活用 

監事及び外部有識者によって構成する契約監視委員会は、当計画の策定及び自己評価

の際の点検を行うとともに、これに関連して、競争性のない随意契約及び一者応札・応募に

該当する個々の契約案件の事後点検を行い、その審議概要を公表する。 

 

 

６．その他 

調達等合理化計画及び自己評価結果等については、機構のホームページにて公表するも

のとする。 

なお、計画の進捗状況を踏まえ、新たな取組の追加等があった場合には、調達等合理化

計画の改定を行うものとする。 

 


